
 

 

 

 

 

労働人口の減少や人出不足が深刻化していく中、よりよい人材を確保するためにも、働き方改革が必要となっておりま

す。多様化する労働者へのニーズに対応し、従業員の処遇改善など、ライフ・ワーク・バランスを保つことが、生産性向

上や事業の持続的発展へとつながっています。 

大きなポイントは【有給取得義務】【時間外労働上限規制】【同一労働同一賃金】となり、生産性向上や労働環境整備な

どの取り組みを支援する助成金なども活用することができます。 

また、ウィズコロナ、アフターコロナでは ICT を使ったリモートの導入が重要な役割を果たしております。 

新しい生活様式の一部としても IT 化は急速に定着しつつ、様々なツールで販路開拓や産性向上が図れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【 日時 】社会保険労務士 10 月 8 日(木)／10 月 22 日(木)   IT 専門家 10 月 15 日(木) 

【 場所 】大山崎ふるさとセンター 

【申込方法】下記申込欄に必要事項をご記入の上、大山崎町商工会まで FAX にてお申込みください。 

※原則：相談希望日の 2 日前まで 

※当日でも空きがあればご相談可能(電話申込可℡956-4600) 
 

 働き方改革 『個別相談会』申込書  

事 業 者 名 

参加者氏名                       連絡先 

【相談希望日】 参加希望日、希望時間を第 2 希望までご記入ください (記入例：①、②) 

10 月 8 日(木) 岸先生 10 月 22 日(木) 西河先生 10 月 15 日(木) 多田先生 

13：30～  13：30～  13：30～  

14：30～  14：30～  14：30～  

15：30～  15：30～  15：30～  

【相談内容】 

 

 

 

 

社会保険労務士 IT 専門家 

 

FAX 956-4601 まで 

《労務管理のチェック・現状を把握する事から始めましょう！》 

▢働き方改革を進めたい  ▢労務管理の現状チェック（診断）をしてもらいたい 

▢36 協定を作りたい   ▢就業規則を作りたい・見直したい！  ▢有給休暇について知りたい 

▢人材を確保したい（人材募集がうまくいかない）  ▢助成金を知りたい・使いたい など 

※コロナ対応雇用調整助成金に関しましては、別途相談会をご利用下さい。 

《始めよう！テレワーク！リモート会議！ネット販売！etc》 

▢テレワークを導入したい  ▢Zoom を使ってみたい  ▢ネット販売がしたい 

▢グーグルマイビジネスを使いたい  ▢オンライン名刺交換 など 

 

IT 専門家 

社会保険労務士 

《Zoom での相談も対応可能です》 

 

社会保険労務士・IT 専門家による    

『個別相談会』開催のご案内 《10 月》  

 

人材募集に 

困っていませんか？ 

※要予約 


